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１．はじめに

　留学生30万人計画等の政府の方針から，今後留学生

数が増加する事であろう事は明らかであり，留学生の

修学に関する問題も多数発生してくるものと考えられ

る。現在，修学に問題を抱える留学生への対応は，主

に各部局に配置された留学生担当教員，国際化推進教

員により構成される教育交流部門員により行われてい

る。本稿では，留学生対応の中心を担う教育交流部門

内で結成されたワーキンググループ（野水，渡部，浅

川，中島，曾，西山）にてなされた，修学に問題を抱

える留学生への対応に関する議論をまとめる。

２．本学の修学困難な学生に関する問題

　ワーキンググループでは，まず留学生の修学に関す

る問題を把握する事を目的とし，メンバー各々が経験

した修学に関する問題を抱える留学生の事例を出し

合った。その結果，留学生の修学に関する問題は学業

の不振から在留問題まで多岐に渡ることが分かり，問

題点をより明確にする為，留学生の修学に関する問題

を，表１に示される４つのパターンにまとめた。

２．１　未然防止，早期発見・解決を目指した対応

　これらの問題への対策としてまず取り組まなくては

ならないのは，未然防止，早期発見・解決を目指した

対応である。

　現在，部局によっては，留学生担当教員（国際化推進

教員）が応募書類や面接（Skype によるインタビューも

含む）による審査に参加し，第三者としての視点を評

価に組み込む体制がとられている。今後においては，

既に面談や書類審査の際のノウハウを持っている留学

生担当教員が主導し，書類審査，面談の際に必ずすべ

き質問等に関する情報共有や研究を続けて行くことも

検討する事も必要なのかもしれない。

　また，渡日後間もない留学生には，原則全員に対し

て学生チューターによるサポートが行われており，ワ

ンストップサービスデスクでは，国際化推進教員が常

駐し，全学の留学生からの相談を素早く吸い上げら

れるようにしている。これらに加え，ヘルプデスク，

SOLV 等の学生ボランティア団体による留学生サポー

トも活発に行われている。これらの体制も，留学生が

抱える問題への柔軟な対応を可能とし，様々な問題の

未然防止，早期発見に貢献している事は確かであろ

う。しかし，まれにこれらのネットワークに組み込ま

れず問題を抱えてしまう学生がいる事も確かであり，
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表１　留学生の修学に関する問題

経済的な問題
渡日後，学業不振による奨学金の打ちきり等の理由から，大学に授業料を納入し日本で生活するの
に必要な経済力を無くした状態。この問題の多くははまず授業料未納として明るみに出る事が多
く，授業料未納の状態が一定期間以上続く場合，当留学生は除籍処分となる。

学力の問題

留学生が講義を理解する，もしくは研究を遂行する為に必要な学力を有していない場合，また，学
習に対する意欲を失っている状態。この様な相談が持ち込まれた際には，留学生担当教員がチュー
ターを紹介する等により対応するが，問題が基礎学力の不足にある場合には解決に至らない場合も
ある。

日常生活の問題

学業の他に，将来に対する不安，指導教員や大学内やアルバイト関連の友人と人間関係のトラブル
等日常生活にて発生する問題。留学生は，日本人学生と異なり単身母国を離れ外国（日本）に滞在
している状況にあり，これらの問題で留学生がつまずいた場合，学業の不振等の問題に繋がり修学
へ影響を及ぼす事も考えらえる。

在留目的の問題
学業の不振が続く留学生の中には，そもそも修学の意思が無く，学生という身分を悪用して日本に
長期に渡り在留する事を目的として学生身分を利用している者がいる。
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インタビューの義務付け，学期毎の成績や研究の進捗

状況の把握等，留学生のモニタリングの充実をはかる

事も検討に値すると考えられる。

２．２　修学に関する問題が長期化した場合の対応

　一方，留学生の修学に関する問題が長期化した場

合，上記の未然防止，早期発見・解決と区別した議論

が必要となる。

　現状において，修学に関する問題を抱える留学生

が，正規の留学生であり「経済的な問題」を抱えてい

ない場合，在学の認められる最長期間（修士４年，学

部：８年間）に渡って問題が長期化する可能性を持つ。

この様な背景が修学に関する問題への早期介入を妨げ

ているという可能性は否定できない。

　文部科学省は平成24年９月５日発行の通知「外国人

留学生の適切な受入れについて」にて，「各留学生の出

欠状況，学業成績，資格外活動の状況等を的確に把握

し，長期欠席者や学業成績の良好でない者に対する連

絡や指導を徹底するとともに，改善の見込みのない場

合には退学等，適切な対応をお願いします。」と適切な

対応の一つとして退学を示唆している。しかし，果た

して学業の不振等を理由に学生を退学にすることは現

実的なのであろうか。

　出入国管理及び難民認定法（入管法）で定められる

制度の解釈によっては，学業不振の続く留学生の在留

資格を剥奪し，大学に在籍する資格を強制的に失わせ

る手段が無いわけではない。例えば，大学として「在

留期間の更新（入管法 第21条）」の為に必要な書類の

発行を断り，留学生を半強制的に帰国させる事が考え

られる。また，「在留資格の取り消し（入管法 第22条

の４）」に厳密に従うならば，外国人が在留資格に応

じた活動を継続して三月以上行っていない場合には在

留資格が取り消される事となっている。長期に渡る学

業不振は学生としての活動実態が伴わない事となり，

「在留資格の取り消し」の根拠となり得る。

　ただし，これらの方法を行使する場合，学生との同

意が得られない可能性が高く，パワハラ，アカハラに

関連したトラブルにまで発展するリスクが極めて高

い。また，「処分」と言う言葉が学生を追い詰める可能

性もあり，万が一訴訟にまで至った場合には留学生へ

の指導が適正に行われていたか等，大学の責任が厳し

く問われる事態は避けられず，現制度においてはその

ような場合誰の責任になるのかも明確ではない。従っ

て，学業不振を理由に留学生を退学処分とする事に対

しては現時点では慎重になるべきであるとの見解に

到った。

　上記はあくまで学業の問題等，金銭的な問題を伴わ

ない場合であるが，「経済的な問題」を抱える学生を

長期に渡り放置してしまった場合，却って就労に専念

し，出入国管理及び難民認定法（以下，入管法）に

よって認められた週28時間の制限を超過するだけでは

なく，不適切な業種で就労すること，さらには犯罪等

に巻き込まれる可能性も排除できない。従って，大学

側が当該学生に対して早期の働きかけをするための仕

組みが必要である。

　そもそも，経済的な問題が長期化する原因の一つと

して，本来であれば，前期分は４月末日，後期分は10

月末日を納入期限となっているが，学生への配慮とし

て，事実上年度末までは授業料未納の状態認めている

事が考えられる。これは，１年分の授業料を納めれば，

最長２年間に渡り，学生としての権利を得られる事を

意味する。

　この問題に関しては，かつて全学教育委員会にて議

論されており，平成19年２ 月16日付の（名古屋大学通

則第33条第５号（授業料未納）及び名古屋大学大学院

通則第36条第４号（授業料未納）による前期授業料未

納者の除籍の取扱いについて（申合せ））にて留学生を

半期で除籍にする条件を設けている。学生を前期で除

籍をする条件として示されている文章全てに「成業の

見込みがない」との記述が含まれているが，成業の見

込みがない事を誰もが納得する形で客観的に判断する

事は難しい。現状と平成19年の状況の違いを踏まえた

上でもう一度，現状が留学生への対応として適切であ

るか，本学全体の意思を議論するべきであるとの見解

に到った。

３．おわりに

　今回のワーキンググループの議論を通じ，メンバー

各自の意識や経験に基づき修学に関する問題を把握す

ることが出来たと考えている。今後，教育交流部門と

しては，この様な問題の未然防止，早期発見・解決へ

の対応の更なる充実を目指す必要がある。一方で問題

が長期化した場合の具体的な対応方法については，関

係者を交えて議論を続けて行く必要があるであろう。


